
 

 

 

 

 

観光企画課・観光誘致課・観光振興課・国際観光課の 4課体制により，国内外からの誘客，MICE

誘致，国際観光都市としてのブランディングに取り組んでいる。 

 

【観光部組織機構】（人員 28人 R6.4現在） 

 部長     次長         観 光 企 画 課  7人       庶  務  係  4人 

（28人）   （27人）                          企 画 担 当  2人 

                  観 光 誘 致 課  9人    誘客・広域担当  6人 

                                   ＭＩＣＥ担当    2人 

                  観 光 振 興 課  5人    FT・観光開発担当   3人 

                                ﾌｨﾙﾑｺﾐｯｼｮﾝ担当   1人 

                   国 際 観 光 課  5人              

【分掌事務】 

観光企画課 ( １ 観光に関する調査および統計に関すること。 

( ２ 観光計画の策定および推進に関すること。 

( ３ 国内観光客の受入れに関すること。 

（庶務係） 

( １ 部内の庶務および経理に関すること。 

２ 観光施設の整備および維持管理に関すること。 

( ３ 国内の観光関係団体との連絡に関すること。 

( ４ 市が設置する観光客用駐車場に関すること。 

( ５ 観光案内に関すること。 

( ６ 旧イギリス領事館（開港記念館）に関すること。 

観光誘致課 

 

１ 国内観光客の誘致に関すること。 

２ 広域観光に関すること。 

３ コンベンション等の誘致に関すること。 

４ 観光情報の発信に関すること。 

観光振興課 １ 観光資源の開発等に関すること。 

２ 観光関係諸行事に関すること。 

３ 映画等の撮影に係る誘致および支援に関すること。 

国際観光課 １ 外国人観光客の誘致に関すること。 

２ 外国人観光客の受入れに関すること。 

３ 外国の観光関係団体等との連絡に関すること。 

 


